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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年７月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年８月１１日（日） １０時２０分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市岩屋港東方沖 

 岩屋港北防波堤東灯台から真方位１１０°３,３５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３４.８′ 東経１３５°０３.４′） 

事故調査の経過  平成２５年８月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ モーターボート Ｋａｎａｌｏａ
カ ナ ロ ア

、３.８トン 

   ２５０－５０６４７兵庫、株式会社オフィスナウ 

   ７.０７ｍ（Lr）×２.８３ｍ×１.４７ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、１１０.０kＷ、平成１６年５月 

Ｂ モーターボート 第二大雄
だいゆう

丸、５トン未満 

   ２１０－４２２７２兵庫、個人所有 

   ６.５６ｍ（Lr）×２.３７ｍ×１.２２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１１０.３kＷ、平成８年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２３年２月２４日 

    免許証交付日 平成２３年２月２４日 

           （平成２８年２月２３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２０年５月１５日 

    免許証交付日 平成２５年４月１８日 

           （平成３０年５月１４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（同乗者Ａ） 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷後部外板が脱落、オーニングが曲損、キャビンが亀裂 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、平成２５年

８月１１日０８時２５分ごろ岩屋港東方沖の釣り場（口ノ瀬）に到着
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し、船首を北に向け、流し釣りを行っていたところ、釣りのポイント

を過ぎたので、潮上りを行うこととした。 

 船長Ａは、操舵室後方の左舷側の操縦場所（以下「後部操縦場所」

という。）で立って操船に当たり、約３ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で回頭しながら、船首の左右前方に大小の漁船群を

認めたが、同漁船群の間には他船を見掛けなかったので、船首方には

他船はいないものと思い、約１０kn の速力まで増速しながら南進し

た。 

 船長Ａは、操舵室で船首方の見通しが遮られて死角（視界が制限さ

れる状態）が生じていたので、後部操縦場所から左舷側に顔を出した

り、操舵室のガラス越しに右舷側を見たりして気にしていたものの、

船首方のＢ船に気付かなかった。 

 船長Ａは、南進を開始して２～３分後の１０時２０分ごろ、岩屋港

北防波堤東灯台から真方位１１０°３,３５０ｍ付近において、船首

部から同乗者Ａの船がいる旨の叫び声が聞こえたので、機関を中立、

後進にしたところ、衝撃を感じるとともに、同乗者Ａが船外に落ちる

ところが見え、Ｂ船と衝突したことを知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、口ノ瀬において、流し釣りを行

っており、船長Ｂが、６回目の潮上りを行い、ポイントに到着したの

で、船首を南方に向けて漂泊し、機関を中立にして操舵室後方右舷側

で釣りの準備中、船尾方に２隻の船を認めた。 

 船長Ｂは、１隻の船がＢ船を通過し、その後、Ａ船を約４０ｍに視

認したが、Ａ船も漂泊中のＢ船を避けてくれると思い、釣りの準備を

行っていたところ、Ａ船が約１５ｍに接近しても針路を変えないの

で、Ａ船に向いて立ち上がり、手を振って合図したものの、Ａ船が更

に接近してきたため、後部デッキにしゃがみ込んだところ、Ａ船の船

首部がＢ船の船尾部に衝突し、Ａ船がＢ船に乗り上がって停止した。 

 船長Ａは、海に投げ出された同乗者Ａを救助した後、Ｂ船をえい
．．

航

して兵庫県神戸市垂水区のマリーナに向かった。 

 同乗者Ａは、待機していた救急車で病院に搬送され、右足粉砕骨折

と診断された。 

 船長Ｂは、後日、病院に行き、右前腕及び臀
でん

部打撲傷と診断を受け

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 北北西流約２.２kn、水温 約２５.５℃ 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、操舵室内の操縦席からは死角が生じておらず、後部操縦場

所からは操舵室により、船首方及び右斜め前方のそれぞれ約１０°の

範囲に死角が生じていた。 

 船長Ａは、同乗者Ａと一緒によく釣りに行き、見張りを手伝っても

らっており、同乗者Ａが右舷船首部で見張りを行ってくれていると思
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っていた。 

 同乗者Ａは、他の同乗者が潮上りを開始する前の流し釣りで大きな

魚を釣ったので、Ａ船後部甲板で仕掛けを変更し、本事故時、船首部

に向けて移動中であった。 

 船長Ｂは、ふだん、約１０ｍ手前で避けていく潮上りする船もいた

ので、潮上りしている船が漂泊中の船舶を避けてくれるものと思って

いた。 

 Ｂ船は、操舵室内に車用のホーンを装備していた。 

 船長Ａ、Ａ船同乗者及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、岩屋港東方沖を南進中、船長Ａが、船首部の同乗者Ａが船

首方や右舷方を見てくれていると思い、後部操縦場所から左舷側に顔

を出したり、操舵室のガラス越しに右舷側を見たりしていたものの、

船首方のＢ船に気付かなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

 Ｂ船は、岩屋港東方沖で漂泊中、船長Ｂが、Ｂ船に向けて航行する

Ａ船を視認した際、接近する他船は漂泊中のＢ船を避けてくれるもの

と思い、漂泊して釣りの準備をしていたことから、Ａ船が更に船尾方

に接近し、Ｂ船を避ける気配がないことに気付き、Ａ船に手を振るな

どの注意喚起をしたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、岩屋港東方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が漂泊中、

船長Ａが、船首部の同乗者Ａが船首方や右舷方を見てくれていると思

い、後部操縦場所から左舷側に顔を出したり、操舵室のガラス越しに

右舷側を見たりしていたものの、船首方のＢ船に気付かず、また、船

長Ｂが、接近する他船は漂泊中のＢ船を避けてくれるものと思い、漂

泊して釣りの準備をしていたため、両船が衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中に船首死角が生じる場合、船首死角を補う見張りを確実に

行うこと。 

 ・漂泊中でも周囲の見張りを行い、接近する船舶があれば、有効な

音響による信号により、注意を喚起し、早期に機関、舵を操作し

て衝突を回避すること。 

 


